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議 案 第 １ 号 

 

 

 

埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金条例の 

一部を改正する条例の制定について 

 埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金条例（平成２０年

広域連合条例第１号）の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

 

 

  平成２７年２月１７日提出 

 

 

 

埼玉県後期高齢者医療広域連合長 田 中 暄 二 

 

 

 

提 案 理 由 

 被用者保険の被扶養者であった被保険者及び所得の少ない被保険者に係る保険料賦

課額の軽減特例措置が、基金事業から国庫補助事業に転換されることに伴い、平成

２７年度に全額取崩し活用することから、基金条例の失効期限を延長するため条例

の一部を改正したいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この案を

提出する。 
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埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金条例の 

一部を改正する条例 

 

埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金条例（平成２０年

広域連合条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 附則第２条中「平成２７年３月３１日」を「平成２８年３月３１日」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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